
 

第
４
回
区
議
会
定
例
会
は
、

12
月
６
日
、
区
長
提
案
の
議
案

や
請
願
の
表
決
を
行
い
、
閉
会
し

ま
し
た
。(
下
表
参
照) 

補
正
予
算
は
、
住
民
の
強
い
願

い
で
あ
り
日
本
共
産
党
区
議
団

も
毎
議
会
で
求
め
て
き
た
代
々

木
２
・
３
丁
目
の
国
有
地
を
取
得

す
る
た
め
の
債
務
負
担
行
為
が

含
ま
れ
て
お
り
賛
成
し
ま
し
た
。 

議
案
の
中
で
、
三
井
不
動
産
が

建
設
し
て
い
る
３
階
建
て
商
業

施
設
の
屋
上
に
整
備
し
、
渋
谷
区

に
譲
渡
す
る
新
宮
下
公
園
の
管

理
運
営
を
、
三
井
不
動
産
な
ど
に

行
わ
せ
、
二
重
三
重
に
三
井
不
動

産
の
儲
け
に
奉
仕
す
る
一
方
、
商

業
施
設
の
都
合
で
公
園
を
閉

園
・
休
園
に
し
、
運
動
施
設
の
使

用
料
は
大
幅
に
値
上
げ
る
な
ど

区
民
福
祉
を
後
退
さ
せ
る
条
例

や
指
定
管
理
者
の
指
定
に
は
、
反

対
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
区
民
の
願
い
が
こ
も
っ

た
「
国
保
料
の
引
き
下
げ
を
求
め

る
請
願
」
の
採
択
に
全
力
を
あ
げ
、

最
終
本
会
議
で
は
、
私
が
請
願
の

賛
成
討
論
を
行
い
ま
し
た
。 

 

以
下
、
そ
の
要
旨
で
す
。 

 

本
請
願
は
、
渋
谷
区
の
国
民
健

康
保
険
料
は
、
今
年
度
１
人
当
た

り
年
額
５
，
８
６
８
円
の
引
き
上

げ
で
、
高
す
ぎ
る
国
保
料
の
負
担

軽
減
は
急
務
だ
と
し
て
、
一
般
会

計
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
増
や
し
、

国
民
健
康
保
険
料
を
引
き
下
げ

る
こ
と
。
ま
た
、
子
ど
も
や
低
所

得
者
の
保
険
料
の
引
き
下
げ
を

求
め
て
い
ま
す
。 

賛
成
の
第
一
の
理
由
：
低
所
得

者
が
多
く
加
入
す
る
国
保
制
度

の
下
で
、
負
担
能
力
を
超
え
る

国
保
料
が
区
民
の
く
ら
し
と
健

康
を
脅
か
し
て
い
る 

 

渋
谷
区
の
国
保
料
は
、
今
年
度

で
15

年
連
続
値
上
げ
さ
れ
、
年
収

４
０
０
万
円
の
夫
婦
と
子
ど
も

２
人
の
世
帯
の
保
険
料
は
年
額

４
９
万
４
９
０
２
円
と
な
る
な

ど
、
１
．
５
カ
月
分
の
給
料
が
国

保
料
で
消
え
て
な
く
な
る
ほ
ど

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
区
民
か
ら

は
、
「
今
年
の
保
険
料
が
約
１
４

万
円
で
、
年
収
の
１
割
に
な
り
、

分
割
し
て
も
払
い
き
れ
な
い
」
と

の
悲
鳴
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
国

保
料
の
滞
納
世
帯
は
４
世
帯
に

１
世
帯
に
及
び
ま
す
。
わ
が
党
区

議
団
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
保
険

料
が
「
重
く
感
じ
る
」
は
56
％
、

「
や
や
重
く
感
じ
る
」
と
合
わ
せ

る
と
８６

．５
％
に
達
し
て
お
り
、

負
担
の
限
界
を
超
え
て
い
ま
す
。 

年
金
生
活
者
、
非
正
規
雇
用
労

働
者
、
零
細
事
業
者
な
ど
、
経
済

的
に
弱
い
立
場
の
加
入
者
に
、
高

額
な
保
険
料
を
課
す
こ
と
は
到

底
許
さ
れ
ま
せ
ん
。 

第
二
の
理
由
：
高
す
ぎ
る
国
保

料
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は
、
社

会
保
障
に
責
任
を
負
う
国
と

区
の
責
任 

 

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
国

保
法
第
１
条
で
「
社
会
保
障
及

び
国
民
保
健
の
向
上
に
寄
与

す
る
」
こ
と
を
目
的
に
し
て
お

り
、
憲
法
25
条
の
生
存
権
に

基
く
国
民
皆
保
険
制
度
の
重

要
な
柱
で
す
。
国
保
加
入
者
の

医
療
を
受
け
る
権
利
を
守
る

責
任
は
国
と
自
治
体
に
あ
り

ま
す
。(

中
略) 

 

渋
谷
区
が
、
国
保
料
の
軽
減

に
使
え
る
そ
の
他
繰
入
れ
を

減
ら
し
、
国
保
料
を
毎
年
値
上

げ
し
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
区

民
の
い
の
ち
と
健
康
に
責
任

を
負
う
自
治
体
と
し
て
の
責

任
放
棄
で
あ
り
許
さ
れ
な
い

こ
と
で
す
。
こ
の
ま
ま
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
れ
を
減
ら
し

て
、
保
険
料
を
上
げ
続
け
れ
ば
、

区
民
の
い
の
ち
と
健
康
、
く
ら

し
が
脅
か
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
国
民
健
康
保
険
制
度
そ
の

も
の
の
存
立
さ
え
脅
か
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ

に
つ
い
て
、
他
の
保
険
加
入
者

の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
と
の

意
見
が
一
部
に
あ
り
ま
す
が
、
社

会
保
障
の
制
度
で
あ
る
以
上
、
区

民
の
生
存
権
を
保
障
す
る
た
め

に
、
税
金
を
使
う
こ
と
は
当
然
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
千
代
田
区
で
は
、

２
０
１
９
年
度
の
国
保
料
は
、
２

０
１
８
年
度
の
そ
の
他
繰
入
れ

の
額
を
ほ
ぼ
維
持
す
る
こ
と
で
、 
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第
４
回
区
議
会
定
例
会
閉
会—

田
中
ま
さ
や
議
員
が
請
願
の
賛
成
討
論 

国
民
健
康
保
険
料
の
引
き
下
げ
を
求
め
る
請
願 

不
採
択
に 

 
 

 

 

に
… 

 

渋谷区災害弔慰金の支給等に関する
条例の一部を改正する条例

渋谷区災害弔慰金等支給審査委員
会の設置等 可決

渋谷区地区計画等の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部を
改正する条例

東京都市計画本町二・四・五・六丁目
地区特定建築物地区整備計画区域
等の地区の区分の名称の変更等

可決

渋谷区立都市公園条例の一部を改正
する条例

宮下公園の閉園時間及び休園日に係
る規定の新設、多目的運動施設等の
使用料等の規定

可決 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○

渋谷区立社会教育館条例の一部を改
正する条例

渋谷区立社会教育館を営利企業など
の目的外使用も認めるとともに、使用
料を新設する

可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

選挙長等の報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例

選挙長、選挙立会人、投票管理者及
び投票立会人の報酬の額に係る規定
の整備

可決

渋谷区長等の給料等に関する 条例
の一部を改正する条例

期末手当の支給月数の改定等
可決 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○

渋谷区議会議員の議員報酬、 費用弁
償及び期末手当に関 する条例の一部
を改正する条例

期末手当の支給月数の改定等

可決 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○

職員の給与に関する条例の一 部を改
正する条例

給料表の改定及び勤勉手当の支給月
数の改定等 可決

令和元年度渋谷区一般会計補正予算
(第4号)

区立小中学校のICT基盤の整備等、
代々木2・3丁目未利用国有地の取得
のための債務負担行為の補正など

可決 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○

渋谷区営住宅等の指定管理者の指定
について

区営住宅、借上げ高齢者住宅など区
有のすべての住宅を、東急コミュニ
ティに指定管理させる

可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

渋谷区立宮下公園の指定管理者の指
定について

宮下公園を、三井不動産、西武造園
でつくる宮下公園パートナーズに指定
管理させる

可決 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○

国民健康保険料の引き下げを求める
請願

渋谷社会保障推進協議会476人から
提出

不
採択

○ × × × × ○ × ×

●令和元年第４回区議会定例会最終本会議の表決結果(抜粋)
2019年12月6日

議案 概要 可否
会派名（名称は略称。（　）数字は、会派人数）

共産党
（４）

自民党
（９）

シブヤを
笑顔(８)

公明党
（５）

立憲民
主（４）

れいわ渋

谷（２）

全会派一致

全会派一致

全会派一致

無所

属①

無所

属②

全会派一致

保
険
料
を
引
き
下
げ
て
い
る
の
で
す
。 

第
三
の
理
由
：
国
保
料
の
引
き
下
げ
は
可
能
で

あ
り
、
直
ち
に
と
り
く
む
べ
き
課
題 

(

略)

区
民
か
ら
は
遠
く
て
不
便
と
批
判
の
あ

る
河
津
保
養
所
を
廃
止
す
る
な
ど
、
ム
ダ
遣
い
を

や
め
、
予
算
の
使
い
方
を
、
く
ら
し
、
福
祉
最
優

先
に
変
え
、
貯
め
込
ん
だ
１
０
０
９
億
円
を
活
用

す
れ
ば
国
保
料
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は
可
能
で

あ
り
、
直
ち
に
実
施
す
べ
き
で
す
。 
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